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ソーセージ の 認 証 基 準

（適用の範囲）

この基準は、栃木県内で生産された豚肉及び牛肉を用い、県内の加工施設で製造された「ソ第１

ーセージ」に適用する。

（定義）

この基準において「ソーセージ」とは 「ソーセージの日本農林規格 （昭和52年4月25日農第２ 、 」

、「 」 。） 。林省告示第411号 以下 日本農林規格 という 第２条の定義に適合するものであること

（品質及び品質表示）

ソーセージの品質及び表示の基準は 「食品表示法 （平成25年6月28日法律第70号）の食品第３ 、 」

表示基準及び「日本農林規格」の品質基準等、食品の品質・表示に関する法令の規定に定める

もののほか、次のとおりとする。

区 分 基 準

製品中の結着材 １ ボロニアソーセージ、フランクフルトソーセージ、ウインナーソ

「 」 。料 ーセージにあっては 日本農林規格 第３条の上級に適合すること

２ リオナソーセージ、セミドライソーセージ、ドライソーセージに

あっては「日本農林規格」第３条の上級に適合すること。

品 ３ レバーソーセージ、加圧加熱ソーセージ及び無塩漬ソーセージに

あっては「日本農林規格」第３条の標準に適合すること。

ただし、粗ゼラチンは除く。

原 料 肉 次に掲げる以外のものを使用していないこと。

１ 栃木県で生産された豚肉及び牛肉

質 原 ２ 栃木県で生産された豚及び牛の脂肪層

３ レバーソーセージにあっては栃木県で生産された豚及び牛の肝臓

食品添加物 １ ボロニアソーセージ、フランクフルトソーセージ、ウインナーソ

材 以外の原材 ーセージにあっては「日本農林規格」第３条に示す特級に適合する

料 こと。

２ リオナソーセージ、セミドライソーセージ、ドライソーセージに

料 あっては「日本農林規格」第３条の上級に適合すること。

３ レバーソーセージ、加圧加熱ソーセージ及び無塩漬ソーセージに

あっては「日本農林規格」第３条の標準に適合すること。

食品添加物 「日本農林規格」第３条に適合すること。

関係法令の遵守）（

ソーセージの製造、表示にあたっては、第３の定めるほか、関係法令を遵守すること。第４

附 則

この基準は、平成１４年 ３月 ６日から適用する。

この基準は、平成１５年 ６月 ２日から適用する。

この基準は、平成２２年 ９月 １日から適用する。

この基準は、平成２７年 ４月 １日から適用する。


